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第
６
次
総
合
計
画
基
本
構
想
及
び
基
本
計
画

特
別
委
員
会
を
設
置
し
審
査

　
議
案
第
51
号
「
松
田
町
第

６
次
総
合
計
画
基
本
構
想
及

び
基
本
計
画
に
つ
い
て
」
は
、

12
月
６
日
に
上
程
さ
れ
ま
し

た
。

　
総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ
く

り
の
最
上
位
の
計
画
で
あ
り
、

計
画
内
容
等
を
詳
細
に
審
査

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
議

長
を
除
く
議
員
11
名
に
よ
る

「
松
田
町
総
合
計
画
審
査
特

別
委
員
会
」
を
設
置
（
議
長

は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出

席
）
し
ま
し
た
。

　
12
月
７
日
に
審
査
を
開
始

し
、
町
長
・
副
町
長
・
教
育

長
以
下
、
各
課
長
等
が
出
席

し
、
審
査
方
法
等
の
議
論
を

し
、
引
き
続
き
閉
会
中
の
継

続
審
査
と
し
ま
し
た
。

　
２
回
目
の
審
査
は
、
平
成

31
年
１
月
21
日
に
開
催
し
、

基
本
構
想
と
基
本
計
画
の
内

容
を
具
体
的
に
ど
う
進
め
る

の
か
、
前
期
の
ま
ち
づ
く
り

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

章
ご
と
に
進
め
、
２
月
19
日

に
財
政
推
計
に
つ
い
て
審
査

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
第
６
次
総
合
計
画
は
、
２

０
１
９
年
度
か
ら
２
０
２
６

年
度
の
８
年
間
で
、
地
域
全

体
の
総
合
的
・
効
率
的
な
行

財
政
運
営
を
図
る
た
め
の
基

本
と
な
る
も
の
で
、
町
の
将

来
像
と
計
画
の
実
現
に
向
け

た
施
策
及
び
そ
の
進
め
方
を

示
す
も
の
で
す
。

　
基
本
構
想
は
、
ま
ち
づ
く

り
の
最
高
理
念
で
あ
り
、
町

の
目
指
す
べ
き
将
来
像
を
明

ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の

実
現
の
た
め
の
基
本
的
な
方

向
性
と
施
策
の
大
綱
を
示
す

も
の
と
な
り
ま
す
。
基
本
計

画
は
、
基
本
構
想
の
施
策
の

大
綱
を
踏
ま
え
て
、
分
野
別

の
実
現
し
た
い
町
の
姿
や
基

本
目
標
等
を
示
す
も
の
で
す
。

　
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
５
日
か
ら
12
日
ま
で
の
８
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
総
合
計
画
、
条
例
（
新
設
１
件
・
一
部
改
正
３
件
）、
小
田
原
市
斎
場

協
議
、
補
正
予
算
８
件
、
同
意
３
件
を
審
議
し
ま
し
た
。「
松
田
町
第
６
次
総
合

計
画
基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
に
つ
い
て
」
と
「
松
田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）」
は
特
別
委
員
会
に
付
託
、「
松
田
町
創
生
推
進
拠
点
施
設
の
管
理
に

関
す
る
条
例
」
は
総
務
文
教
常
任
委
員
会
に
付
託
と
な
り
審
査
を
し
ま
し
た
が
、

総
合
計
画
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

定
例
会
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

持続発展的な魅力あるまちづくり

平成30年
第4回定例会

会期　12月5日（水）〜12日（水）

12/5 一般質問
　利根川議員･井上議員�（Ｐ7）
　小澤議員･田代議員� （Ｐ8）
　飯田議員･石内議員� （Ｐ9）

12/6 一般質問
　南雲議員・平野議員�（Ｐ10）
議案審議
　�議案７件（総合計画・条例・協
議・補正予算）

12/7 議案審議
　�議案６件（補正予算）
委員会審査
　�特別委員会２件（総合計画・補
正予算）

12/10 委員会審査
　�特別委員会１件（補正予算）
　�常任委員会３件（条例・継続審
査）

12/11 委員会審査
　�特別委員会１件（補正予算）
　�常任委員会１件（条例）

12/12 委員会審査
　�特別委員会１件（補正予算）
　�常任委員会１件（条例）
議案審議等
　�委員会報告２件（条例・補正予
算）、議案１件（補正予算）、同
意３件（人事）、各種報告等が
行われ閉会しました。

特別委員会での審査状況

第６次総合計画の構成と期間
2019年度 2023年度 2026年度末

基本構想（基本的方向と施策の大綱）

基本計画（基本構想を具現化）

まちづくりアクションプログラム
前期計画（4年間）

まちづくりアクションプログラム
後期計画（4年間）
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創
生
推
進
拠
点
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

総
務
文
教
常
任
委
員
会
で
審
査 

松
田
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

特
別
委
員
会
を
設
置
し
審
査 

　
議
案
第
52
号
「
松
田
町
創

生
推
進
拠
点
施
設
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
」
は
、

12
月
６
日
に
上
程
さ
れ
、
総

務
文
教
常
任
委
員
会
に
付
託

を
し
、
12
月
10
日
、
11
日
及

　
議
案
第
63
号
「
平
成
30
年

度
松
田
町
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
６
号
）
」
は
、
12
月

７
日
に
追
加
議
案
と
し
て
上

程
さ
れ
ま
し
た
。

び
12
日
に
委
員
会
を
開
催
し

ま
し
た
。

　
こ
の
施
設
の
内
容
は
、
旧

松
田
土
木
事
務
所
本
館
１
階

を
民
間
事
業
者
ス
ペ
ー
ス
、

２
階
を
子
育
て
支
援
セ
ン

　
松
田
小
学
校
整
備
事
業
に

着
手
す
る
た
め
の
補
正
予
算

で
あ
る
た
め
、
議
長
を
除
く

議
員
11
名
に
よ
る
「
補
正
予

算
（
松
田
小
学
校
等
整
備
事

タ
ー
と
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
機
能
等
に
改
修

し
て
、
女
性
雇
用
の
創
出
や

創
業
支
援
等
を
通
じ
、
地
域

の
振
興
に
寄
与
す
る
た
め
の

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　
審
査
の
主
な
内
容
は
、
建

物
の
改
修
内
容
・
運
用
方

法
・
収
支
計
画
等
を
確
認
し

審
査
を
し
ま
し
た
。

　
審
査
の
結
果
、
賛
成
全
員

で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
本
会
議
で
委
員
会

報
告
を
し
、
賛
成
全
員
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

業
）審
査
特
別
委
員
会
」を
設

置
（
議
長
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
出
席
）
し
ま
し
た
。

　
12
月
７
日
、
10
日
、
11
日

及
び
12
日
に
、
町
長
・
副
町

長
・
教
育
長
・
政
策
推
進
課

長
・
教
育
課
長
・
ま
ち
づ
く

り
課
長
及
び
担
当
職
員
が
出

席
し
、
建
替
え
の
概
要
、
児

童
数
の
推
移
、
財
源
内
訳
と

公
債
費
の
推
移
等
を
審
査
し

ま
し
た
。

　
審
査
の
結
果
、
賛
成
多
数

で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
本
会
議
で
委
員
会

報
告
を
し
、
賛
成
多
数
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。
議
員
討
論

の
内
容
は
、
４
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

補正予算が可決され松田小学校建替事業が始まります

審査の内容
　町長、副町長、教育長、担当課長及び担当職員出席のもと、松田小学校等
整備事業の平成30年度から平成34年度までの債務負担行為について、校
舎建替えの必要性、木造校舎の類似例、木造校舎のメリット、教室数や屋内
運動場の面積など校舎建設事業の概要、児童数の推移、財源内訳と公債費の
推移などを詳細に審査しました。
　審査の結果、松田町の将来を担う子どもたちのために、小学校の建替えは
必要であると判断しましたが、次の項目について強く申し入れをして、原案
のとおり賛成することとしました。
（1）外部人材を登用した松田小学校建設委員会の設置をされたい。
（2）公債費比率を抑制するため、今後の大規模事業の執行時期と町有地の処
分活用を検討されたい。
（3）松田小学校建設のための、クラウドファンディング型ふるさと納税を推
進されたい。
（4）町民みんなの学校を作るという意識を持ってもらえるように努め、公共
料金の値上げ等痛みを分かち合うことを周知されたい。

補正予算（松田小学校等整備事業）審査特別委員会報告書（抜粋）

審査の内容
　政策推進課長及び担当職員出席のもと、条例で定める使用料、旧松田土木
事務所の改修計画、創生推進拠点施設としての運用方法、収支計画等を中心
に詳細に審査しました。
　また、本委員会では、８月20日、９月12日及び11月22日に旧松田土
木事務所跡地の利活用について、町長からの方針や担当課より細部説明を受
け、閉会中も審査・調査してきました。
　審査の結果、この条例は、旧松田土木事務所を改修し創生推進拠点施設と
して活用するための新設条例で、地域の振興及び地域経済の活性化による地
方創生に寄与するものと判断しました。
　なお、条例の運用にあたっては、次の項目について強く申し入れをして、
原案のとおり賛成することとしました。
（1）利用者の家賃収入で完全自走できるような創生推進拠点施設とすること。
（2）子育て支援センター、ファミリーサポートセンターの充実運営を図り、
現施設の活用についても留意されたい。
（3）施設の指定管理者や利用者の完了年度を明確にして活用すると同時に、
当該敷地の将来の土地利用計画を定められたい。

総務文教常任委員会報告書（抜粋）
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反対討論 小澤　啓司　議員
　これより反対の立場から討論をさせていただきますけ
れども、これから申し上げる数字につきましては、一番
最初の資料に基づいて行っておりますので、ご了承をお
願いしたいと思います。
　一般会計補正予算（第６号）、債務負担行為補正、松
田小学校整備事業予算に反対の立場から討論を行いま
す。この整備事業費は28億9,600万円とされ、松田
町平成29年度歳出決算額42億8,000万円に比べて巨
額な金額であり、事業遂行のために24億円の町債発
行が予定をされています。返済期間は20年から25年
を要し、元利返済額は毎年約５億円、小学校建設後の
一般町債発行額は２億5,000万円に設定をされていま
す。松田町におきまして過去10年間の平均元利返済額
は３億3,000万円であり、町債発行額は３億4,000
万円となっています。学校建設後には元利返済額が毎
年１億7,000万円増額され、町債発行額が今までに比
べて9,000万円の減少が予定されています。この１億
7,000万円の費用増額と9,000万円の歳入減少、合

わせて２億6,000万円は本来投資的な事業に使われる、
言いかえるならば町民福祉の向上に使われるべき財源で
す。この財源削減が今後20年間以上も続くということ
は、人口減少、高齢化の進行とあわせて、町財政はもと
より町民生活や将来設計に大きな影響が懸念をされます。
　小学校の建て替え計画には賛成ですが、現在375名
いる児童数の減少傾向は避けて通ることはできず、財政
の影響を考慮して、当初事業規模の見直しやほかの事業
優先順位の明確化を図るとともに、町民への丁寧な説明
が求められています。また、財源確保の手段として、先
ほども話が出ましたけれども、クラウドファンディング
型のふるさと納税制度、これを活用した中で、この事業
に対する理解と賛同を求めるよう、広くホームページ等
でＰＲすることをお願いをいたします。
　いずれにいたしましても、当初計画予算には財政への
影響が大きすぎるため、賛成することはできません。再
考を求めます。

賛成討論 平野　由里子　議員
　賛成の立場で討論をさせていただきます。松田小学校
建て替えに関してですけれども、先輩議員の方々から聞
いたお話によりますと、要するにこの新人４人以外は
皆さん御存じだと思うんですが、平成23年３月ですか、
基金を積み始めるときに、５年後を目標にということで
議会も了承したというふうに伺っております。つまり建
て替えなければいけないということはわかっていたと。
そしてもう、既にその５年後が過ぎてしまいますので、
今回のこの時期に建て替えということになりますが、災
害が多発したり、それから温暖化によって気候変動が非
常に激しいこういう時期に、今の実際の松田小学校の校
舎を見てみると、なかなかこれは安全だと言い切れない。
とてももたないのではないかというようなこともわかっ
てきております。ですから、今回町側の提案で私たちも
慎重に審査をさせていただきました。
　確かに28億9,600万円という事業総額は、町の財政
が厳しい中では大変大きな金額だと思います。そして、
私たちもその特別委員会を組ませていただいて、財源な
ども委員会で審査をさせていただいたところでございま
す。単なる学校の建て替えに関しては、今は補助金が出
ないというふうなことも聞きました。しかしその中で、
例えば木の学校にするということで林野庁から、あるい
は省エネなどを工夫するということで環境省から、そし
て学童に関しては厚労省、そしてあと避難所に使うんだ
ということであって総務省からということで、いろいろ
な補助金がもらえるところを探す努力を非常に町側がし
ているということもわかりました。こういった努力は一
方で、よりよい学校をつくるという要素にもなると思い
ます。
　そして素案も見せていただきましたが、地域に開かれ、
地域の方々の学びの場としての学校というコンセプトも
挙げられていました。これはいわば委員会報告書にあり
ましたように、町民みんなの学校ということでありま
す。これまでも体育館の使用など、一部のスポーツ団体

は使っておりましたが、今度新しくなるところの案では
コミュニティールームであるとか、図書館やパソコンが
使えるメディアセンターであるとか、地域の方がそこで
学ぶ場として使えるというような案も入っておりました。
　また、体育館に関しても、もちろん避難所としても使
える以上に、これまでのスポーツの使用以外にも、例え
ばこの町では大ホールはあっても中ホールがない、使い
やすいスペースが余りないということで、こういった文
化的なイベントに使えるというような可能性も出てくる
と思います。そういったことを考えると、本当に子供、
もちろん子供優先の子供のための学校でありますが、町
民みんなの学校だというようなことを非常に感銘を受け
ました。またそのためにも、みんなのトイレが、各フロ
ア、それから体育館、その５つ、今のところ案が入って
おりまして、こういったものも、例えば高齢者の方、障
害者の方も安心して使えるということがわかりました。
　町民負担は確かに多少あると思います。しかしその中
でも松田の学校は、うちの学校は、というふうに自慢で
きる、そういう学校をつくるんだという意識が持てるよ
うに、町側も常に町民に向けて発信していただくという
ようなことも、私たち条件としてつけさせていただきま
した。この避けて通れない建て替えであるなら、町の財
政の削れるところは削ってでも、魅力のある学校をつく
らないと若い人は集まらないというふうに町長もおっ
しゃっておりました。この魅力のある学校、これがやは
り教育の町松田というものをより盛り上げるために欠か
せない要素であることは言うまでもありません。そして
この未来へつなぐ存在である子供たちにとっての学校、
そしてまた先ほど申し上げましたように、地域みんなが
使えるような学校、そういったものを町のシンボルにな
るような形でぜひつくっていってほしいと思っておりま
す。附帯条件として委員会が挙げた項目に留意をしなが
ら、ぜひ進めていただきたいと思います。

平成30年度　松田町一般会計補正予算（第６号）
松田小学校等整備事業に対する討論
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▼
松
田
町
第
６
次
総
合
計
画

基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
に

つ
い
て

　
町
の
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
行
政
運
営
を
よ
り
一
層
推

進
し
「
い
の
ち
〝
育
み
〟
未

来
へ
〝
ツ
ナ
グ
〟
進
化
〝
つ
づ

け
る
〟
故
郷
」
と
掲
げ
る
ま

ち
の
将
来
像
を
実
現
さ
せ
る

た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
総
合
計
画
審
査
特

別
委
員
会
を
設
置
し
、
閉
会

中
の
継
続
審
査
と
な
り
ま
し

た
。
（
詳
細
は
、
２
ペ
ー
ジ

参
照
）

▼
松
田
町
創
生
推
進
拠
点
施

設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例

　
新
た
な
魅
力
の
あ
る
町
を

目
指
し
、
女
性
の
雇
用
の
創

出
や
創
業
支
援
、
生
活
支
援

や
地
域
情
報
の
発
信
を
通
じ

て
、
地
域
の
振
興
及
び
地
域

経
済
の
活
性
化
に
よ
る
地
方

創
生
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
条
例
を
制
定
す
る

も
の
で
す
。
（
詳
細
は
、
３

ペ
ー
ジ
参
照
）

▼
松
田
町
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
人
事
院
勧
告
を
鑑
み
、
職

員
の
給
与
等
に
つ
い
て
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
松
田
町
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
に
引

用
す
る
文
言
や
条
項
、
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例

割
合
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
松
田
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例　
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

方
法
に
つ
い
て
、
現
在
の
４

方
式
か
ら
資
産
割
を
廃
止
し
、

所
得
割
、
均
等
割
、
平
等
割

の
３
方
式
に
改
正
す
る
も
の

で
す
。

▼
小
田
原
市
斎
場
に
係
る
事

務
の
委
託
に
関
す
る
協
議
に

つ
い
て

　
小
田
原
市
斎
場
に
係
る
事

務
を
小
田
原
市
へ
委
託
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
小
田
原
市

と
協
議
す
る
に
当
た
り
、
地

方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
提

案
す
る
も
の
で
す
。

小田原市斎場の完成イメージ

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

５
号
）
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
５
２
１
７
万
１
千
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
51
億

８
１
６
万
８
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
人
件
費
関

係
の
補
正
や
町
営
住
宅
解
体

整
地
工
事
費
、
松
田
小
学
校

や
寄
幼
稚
園
の
空
調
設
備
設

置
工
事
費
等
の
補
正
、
繰
越

明
許
費
及
び
地
方
債
の
補
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）

　
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３

４
１
万
１
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
14
億
９
８
８
３

万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
人
件
費
関

係
の
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
国
民

健
康
保
険
診
療
所
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
国
民
健
康
保
険
診
療
所
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
５
２
７
万
３
千
円
を
追

加
し
、
予
算
総
額
を
８
０
４

０
万
３
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

　
主
な
内
容
は
、
前
年
度
繰

越
金
と
人
件
費
関
係
の
補
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
上
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

　
上
水
道
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
は
、
歳
出
を

20
万
７
千
円
追
加
し
、
歳
出

予
算
総
額
を
１
億
９
０
１
９

万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
人
件
費
関

係
の
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
２
５
６

万
３
千
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
３
億
４
１
２
９
万
４

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
前
年
度
繰

越
金
と
人
件
費
関
係
の
補
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
介
護

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

　
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３
７

万
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額

を
11
億
８
５
７
万
５
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
人
件
費
関

係
の
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
）
は
、
予
備
費
を
減
額

し
、
松
田
小
学
校
整
備
事
業

に
伴
い
土
木
費
に
土
地
鑑
定

評
価
業
務
委
託
料
を
計
上
す

る
も
の
で
、
予
算
総
額
の
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
債
務
負
担
行
為
補

正
と
し
て
、
町
道
３
号
線
道

路
改
良
事
業
と
松
田
小
学
校

整
備
事
業
の
合
計
31
億
６
７

０
０
万
円
を
追
加
す
る
も
の

で
す
。
（
詳
細
は
、
３
ペ
ー

ジ
と
４
ペ
ー
ジ
参
照
）

▼
平
成
30
年
度
松
田
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

７
号
）
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
１
９
８
８
万
４
千
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
51
億

２
８
０
５
万
２
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
松
田
小
学

校
の
空
調
設
備
設
置
に
つ
い

て
、
特
別
教
室
分
が
追
加
で

国
庫
補
助
対
象
と
な
っ
た
た

審
議
の
結
果

　
以
上
、
条
例
３
件
、
指
定

管
理
２
件
、
補
正
予
算
４
件
、

決
算
の
認
定
９
件
に
つ
い
て

審
議
し
、
原
案
の
と
お
り
18

件
が
可
決
（
認
定
）
さ
れ
ま

し
た
。
採
決
の
結
果
は
、
８

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

総
合
計
画
・
条
例
・
補
正
予
算
・
同
意
な
ど

（
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）
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議 案 審 議 結 果 一 覧
第4回定例会（12月議会）� ○…賛成　●…反対　可…可決　否…否決　同…同意

議
案
等
番
号

議員名（議席順）

議案等

審
議
結
果

平
野
由
里
子

田
代
　
　
実

井
上
　
栄
一

南
雲
ま
さ
子

飯
田
　
　
一

利
根
川
　
茂

小
澤
　
啓
司

石
内
　
　
浩

齋
藤
　
　
永

鈴
木
　
眞
德

大
舘
　
秀
孝

議案51 松田町第６次総合計画基本構想及び基本計画について 特別委員会へ付託・継続審査

52 松田町創生推進拠点施設の設置及び管理に関する条例
（総務文教常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 松田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 松田町税条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55 松田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 小田原市斎場に係る事務の委託に関する協議について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

57 平成30年度松田町一般会計補正予算（第５号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58 平成30年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 平成30年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算
（第１号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 平成30年度松田町上水道事業会計補正予算（第１号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 平成30年度松田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 平成30年度松田町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 平成30年度松田町一般会計補正予算（第６号）
（補正予算（松田小学校等整備事業）審査特別委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

64 平成30年度松田町一般会計補正予算（第７号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意 5 教育委員会委員の任命について 同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 人権擁護委員の推薦について 同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 中野博議長は、採決には加わらない。
※ 議案第５１号は、松田町総合計画審査特別委員会へ付託し、閉会中の継続審査となり採決は行っていない。

め
、
繰
越
明
許
費
と
地
方
債

も
併
せ
て
補
正
を
す
る
も
の

で
す
。

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
つ
い
て

　
平
成
31
年
1
月
24
日
を

も
っ
て
、
委
員
の
任
期
が
満

了
と
な
る
た
め
、
次
の
方
が

同
意
（
再
任
）
さ
れ
ま
し
た
。

�

宮
　
田
　
恭
　
子
　
氏

▼
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　
平
成
30
年
12
月
14
日
を

も
っ
て
、
委
員
の
任
期
が
満

了
と
な
る
た
め
、
次
の
方
が

同
意
（
再
任
）
さ
れ
ま
し
た
。

�

渡
　
邊
　
興
治
郎
　
氏

▼
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に

つ
い
て

　
平
成
31
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
、
委
員
の
任
期
が
満

了
と
な
る
た
め
、
次
の
方
が

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

�

宮
　
下
　
良
　
子
　
氏

審
議
の
結
果

　
以
上
、
議
案
13
件
、
同
意

３
件
を
原
案
の
と
お
り
可

決
・
同
意
を
し
、
議
案
１
件

は
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と

な
り
ま
し
た
。



7 このページは、質問者本人の原稿を尊重し編集しています。

町長等の執行者に対して、町政全般の事務事業等の執行状況や政策方針などを聞くことが一般質問です。

　
年
が
明
け
新
年
を
迎
え
ま

す
と
、
３
月
15
日
ま
で
平
成

30
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告

の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　
例
年
、
小
田
原
税
務
署
管

内
の
２
市
８
町
で
は
、
税
務

課
の
職
員
が
国
税
で
あ
る
所

得
税
の
申
告
・
受
付
・
指
導

を
し
て
お
り
、
税
務
署
職
員

の
派
遣
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他

の
管
内
で
は
、
税
務
署
職
員

が
各
市
町
に
出
向
い
て
い
ま

す
。

　
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に

基
づ
い
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

委
託
契
約
等
は
し
て
い
る
の

か
、
市
町
の
基
本
的
業
務
な

の
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

慣
例
で
業
務
を
行
っ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
見
直
す
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

税務署職員の
派遣について
協議していく
回答（町長）

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の

受
理
に
つ
い
て
は
、
「
国
と

地
方
団
体
と
の
税
務
行
政
運

営
上
の
協
力
に
つ
い
て
の
了

解
事
項
」
に
よ
り
、
「
所
得

税
の
申
告
書
の
収
受
に
つ
い

て
、
納
税
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
と
市
区
町
村
に
お
け

る
事
務
処
理
の
便
宜
等
を
考

慮
し
て
、
…
そ
の
記
載
内
容

に
つ
い
て
可
能
な
限
り
市
区

町
村
に
お
い
て
確
認
す
る
も

の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
慣
例
で
業
務
を
行
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
確
定
申
告

が
個
人
住
民
税
・
個
人
事
業

税
の
申
告
を
兼
ね
て
い
る
こ

と
か
ら
、
市
町
村
の
基
本
的

事
務
で
あ
る
た
め
、
委
託
契

約
等
も
な
く
、
当
町
で
受
付
・

相
談
を
行
い
現
在
に
至
っ
て

　
近
年
、
地
震
や
洪
水
、
局

地
的
大
雨
に
よ
る
土
砂
災
害
、

台
風
な
ど
に
よ
る
河
川
の
洪

水
災
害
な
ど
の
大
規
模
災
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
本
年

だ
け
で
も
大
阪
府
北
部
地
震

や
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
や

広
島
・
岡
山
県
の
７
月
豪
雨

災
害
な
ど
が
起
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
本
年
も
９
月
２
日

に
各
自
治
会
の
防
災
組
織
が

参
加
し
、
松
田
町
防
災
訓
練

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
松
田
町
の
災
害

に
対
す
る
対
応
は
、
い
ざ
災

い
る
。
パ
ソ
コ
ン
が
利
用
で

き
な
い
方
・
高
齢
の
方
等
、

小
田
原
税
務
署
へ
行
く
こ
と

が
で
き
な
い
方
の
た
め
必
要

と
考
え
る
。

　
税
務
署
職
員
の
派
遣
に
つ

い
て
は
、
協
議
し
て
い
く
。

害
が
起
き
た
時
、
災
害
発
生

後
の
住
民
等
の
避
難
や
応
急

仮
設
住
宅
等
に
対
応
で
き
る

も
の
な
の
か
お
伺
い
し
ま
す
。

災害への対応は
未来を予測できる
町にする
回答（町長）

　
来
年
度
の
自
主
防
災
会
訓

練
は
、
災
害
想
定
を
統
一
化

し
、
訓
練
内
容
も
自
治
会
の

自
主
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
、

広
域
避
難
場
所
へ
実
際
に
歩

い
て
確
認
す
る
な
ど
、
統
一

的
な
訓
練
が
で
き
る
よ
う
検

討
す
る
。

　
住
民
の
避
難
に
関
し
て
は
、

最
大
規
模
の
災
害
が
発
生
し

た
状
況
を
想
定
し
て
、
避
難

所
の
場
所
を
選
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
避
難
所
と
し
て
松
田
小
学

校
建
設
に
際
し
、
ス
フ
ィ
ア

基
準
を
参
考
と
し
、
収
容
人

数
や
ト
イ
レ
を
多
く
す
る
な

ど
、
避
難
所
機
能
の
計
画
を

し
て
い
き
た
い
。

　
来
年
度
新
た
な
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
住
民
一

人
ひ
と
り
が
自
ら
確
認
・
自

立
的
な
避
難
行
動
が
で
き
る

よ
う
、
書
き
込
み
が
出
来
る

「
マ
イ
・
マ
ッ
プ
」
（
仮

称
）
の
よ
う
な
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
に
し
て
い
き
た
い
。

質
問
者

　利
根
川

　茂

　議
員

松
田
町
の
災
害
へ
の
対
応
に
つ
い
て

所
得
税
確
定
申
告
に
伴
う

税
務
署
職
員
の
派
遣
に
つ
い
て

　スフィア基準とは、「避
難所などで暮らす人のため

に、定められた国際基準」

で、数値基準等が設定され

ているが、日本では、この

基準が浸透していないため、

今後の課題となっている。

質
問
者

　井
上

　栄
一

　議
員
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⑴
　
人
口
減
少
と
高
齢
化
が

進
行
し
、
２
０
４
０
年
松
田

町
の
人
口
は
７
千
人
台
ま
で

減
少
し
、
高
齢
化
率
は
45
％

に
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い

ま
す
。
近
隣
市
町
と
の
広
域

連
携
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。

　
上
郡
５
町
で
協
議
し
て
い

る
「
あ
し
が
ら
地
域
広
域
ビ

ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、
基
本

理
念
で
あ
る
観
光
振
興
、
地

域
産
業
支
援
、
健
康
長
寿
の

考
え
方
を
お
伺
い
し
ま
す
。

⑵
　
近
年
、
地
方
創
生
関
連

交
付
金
を
活
用
し
た
事
業
運

営
が
目
立
っ
て
い
ま
す
が
、

交
付
金
あ
り
き
の
懸
念
が
あ

り
ま
す
。

　
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活

性
化
、
旧
松
田
土
木
事
務
所

改
修
計
画
、
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
、
寄
１

番
地
活
用
事
業
な
ど
、
町
の

将
来
構
想
に
と
っ
て
必
要
不

可
欠
で
あ
る
な
ら
ば
、
よ
り

具
体
的
な
実
施
計
画
・
方
針

が
示
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

人口減少対策を
推進する

回答（町長）

⑴
　
小
田
原
市
と
南
足
柄
市

の
合
併
協
議
を
受
け
、
上
郡

５
町
の
副
町
長
協
議
で
合
意

し
た
施
策
を
ま
と
め
た
も
の

で
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減

少
対
策
と
し
て
、
広
域
的
な

交
流
人
口
の
拡
大
や
周
遊
性

を
強
化
す
る
と
共
に
、
未
病

関
連
産
業
の
誘
致
や
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
産
業
の
振
興
を
図
り
、

地
域
の
創
業
を
促
進
す
る
。

　
ま
た
、
広
域
連
携
に
よ
る

取
り
組
み
と
し
て
「
病
児
保

育
事
業
」
を
開
始
し
て
い
る
。

今
後
、
南
足
柄
市
を
含
め
た

１
市
５
町
で
、
県
と
連
携
し

て
地
域
共
通
課
題
の
解
決
に

取
り
組
む
。

⑵ 

「
地
方
創
生
総
合
戦

略
」
で
策
定
し
た
事
業
は
、

町
の
将
来
構
想
に
は
必
要
不

可
欠
な
事
業
で
あ
る
。
地
方

創
生
交
付
金
制
度
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
、
町
民
負
担
を

抑
え
な
が
ら
、
今
ま
で
で
き

な
か
っ
た
事
業
を
行
っ
て
い

る
。
財
政
負
担
の
軽
減
と
人

口
減
少
の
克
服
に
向
け
、
今

後
も
強
力
に
推
進
す
る
。

　
人
口
減
少
に
伴
う
町
税
の

減
収
が
想
定
さ
れ
る
な
か
、

人
口
増
加
策
と
合
わ
せ
て
財

源
を
確
保
す
る
た
め
、
１
０

０
０
㎡
以
上
の
低
（
未
）
利

用
地
の
有
効
利
用
が
必
要
と

考
え
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
次
の
３
点
に
つ

い
て
町
長
の
考
え
を
お
伺
い

し
ま
す
。

⑴
　
新
総
合
計
画
完
了
年
度

を
迎
え
る
２
０
２
６
年
度
の

町
税
推
計
額

⑵
　
地
権
者
と
の
連
携
に
よ

る
町
営
住
宅
借
地
返
還
後
の

土
地
利
用
策

⑶
　
低
（
未
）
利
用
地
の
高

度
利
用
化
と
財
源
確
保
の
た

め
空
地
バ
ン
ク
の
開
設

空地・空家バンクに
より高度な土地
利用に取り組む
回答（町長）

⑴
　
14
億
４
３
５
１
万
円
と

推
計
、
平
成
29
年
度
予
算
対

比
４
・
９
％
減
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
各
種
施
策
の
展

開
に
よ
り
税
収
増
と
な
る
よ

う
取
り
組
む
。

⑵
　
地
権
者
と
の
土
地
返
還

交
渉
で
は
、
町
の
買
い
上
げ

や
他
の
借
り
手
斡
旋
な
ど
の

要
望
が
あ
っ
た
。
将
来
町
財

政
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
ま
た
民
間
活
力
が
活

か
さ
れ
る
よ
う
対
応
し
て
い

く
。

⑶
　
す
で
に
整
備
し
て
あ
る

空
家
バ
ン
ク
制
度
に
「
空

地
」
を
加
え
、
物
件
の
事
業

者
や
所
有
者
と
、
民
間
事
業

者
と
を
つ
な
げ
て
い
く
。

　
こ
の
「
空
家
・
空
地
バ
ン

ク
」
の
活
用
に
よ
っ
て
、
高

度
な
土
地
利
用
に
向
け
た
開

発
が
促
進
さ
れ
、
人
口
の
減

少
対
策
や
町
税
等
の
自
主
財

源
の
確
保
、
商
工
業
の
振
興

や
雇
用
の
確
保
を
進
め
て
い

く
。

町
政
運
営
を
問
う

利活用を推進している寄１番地 
（湯の沢地区）の土地

籠場住宅への移転により、敷地の返還が
予定される店屋場住宅

新
た
な
土
地
利
用
の
た
め
、

「
空
地
バ
ン
ク
」
開
設
を
！

質
問
者

　小
澤

　啓
司

　議
員

質
問
者

　田
代

　実

　議
員
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気
候
変
動
に
伴
い
、
異
常

気
象
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

当
町
も
台
風
24
号
で
は
影
響

を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
質
問
を
い
た
し
ま
す
。

⑴
　
台
風
12
号
、
24
号
で
は

避
難
所
が
開
設
さ
れ
ま
し
た

が
、
運
営
は
い
か
が
で
し
た

で
し
ょ
う
か
。

⑵
　
台
風
24
号
で
は
寄
地
区

で
風
の
被
害
が
大
き
く
、
倒

木
等
に
よ
る
３
件
の
大
き
な

被
害
を
は
じ
め
小
さ
な
被
害

が
数
多
く
発
生
し
ま
し
た
。

被
害
者
へ
の
救
済
策
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

⑶
　
当
町
で
も
神
縄
・
国
府

津
―
松
田
断
層
帯
、
神
奈
川

県
西
部
地
震
等
を
抱
え
、
い

つ
地
震
が
起
き
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
広
島
県

で
は
、
災
害
発
生
後
の
迅
速

な
対
応
を
図
る
た
め
、
ふ
る

さ
と
納
税
を
原
資
と
し
た

「
災
害
復
興
基
金
」
の
設
立

を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

町
で
も
災
害
へ
の
備
え
と
し

て
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

災害に対する
支援策を検討
していく
回答（町長）

⑴
　
台
風
12
号
で
は
、
風
雨

が
強
ま
る
と
の
予
想
の
中
で

初
め
て
避
難
所
を
開
設
し
た
。

開
設
場
所
は
、
町
民
文
化
セ

ン
タ
ー
展
示
ホ
ー
ル
、
松
田

小
学
校
屋
内
運
動
場
、
寄
中

学
校
屋
内
運
動
場
、
虫
沢
地

域
集
会
施
設
の
４
か
所
を
開

設
し
、
避
難
者
総
数
は
21
名

で
、
46
名
の
職
員
が
対
応
に

あ
た
っ
た
。
台
風
24
号
で
は

職
員
の
ほ
か
萱
沼
と
虫
沢
田

代
自
治
会
に
お
願
い
し
、
避

難
所
を
４
か
所
設
置
し
た
。

⑵
　
台
風
24
号
の
被
害
状
況

⑴
　
「
所
有
者
不
明
の
土
地

利
用
円
滑
化
対
策
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
な
ど
の
方
策

が
次
の
と
お
り
発
表
さ
れ
ま

し
た
が
、
活
用
状
況
に
つ
い

て
お
伺
い
し
ま
す
。

①
　
所
有
者
不
明
の
土
地

が
、
公
共
事
業
に
お
い
て

は
８
件
で
、
す
べ
て
寄
地
区

で
あ
る
。
そ
の
他
、
倒
木
等

強
風
に
よ
る
被
害
が
多
数
あ

っ
た
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。

各
々
、
保
険
対
応
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。

⑶
　
町
単
独
で
は
財
源
確
保

が
厳
し
い
が
、
災
害
に
対
し

て
見
舞
金
や
災
害
給
付
金
を

支
援
す
る
こ
と
を
条
例
規
定

し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
、

当
町
が
で
き
る
支
援
策
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

は
、
町
で
取
得
可
能
に
な

っ
た
こ
と

②
　
所
有
者
不
明
土
地
の

財
産
管
理
人
請
求
制
度
の

実
施

③
　
土
地
所
有
者
の
探
索

に
関
し
て
、
国
土
交
通
省

職
員
の
派
遣
が
で
き
る

⑵
　
「
空
家
等
対
策
計
画
」

で
は
、
他
町
に
先
ん
じ
て
対

応
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後

に
つ
い
て
次
の
点
を
お
伺
い

し
ま
す
。

①
　
空
家
、
特
定
空
家
の

そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て

②
　
民
間
賃
貸
住
宅
に
お

け
る
「
空
室
」
対
策
の
現

状
と
対
策
に
つ
い
て

３つの柱を基本に
総合的な対策を
進めていく
回答（町長）

⑴
　
こ
の
法
律
に
よ
り
、
担

当
課
が
事
前
調
査
や
事
業
説

明
会
に
参
加
し
、
将
来
を
見

据
え
た
地
域
福
利
増
進
事
業

で
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利

用
が
、
円
滑
に
進
め
ら
れ
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

⑵
　
空
家
の
予
防
推
進
に
取

り
組
ん
で
い
る
た
め
、
特
定

空
家
等
の
確
定
件
数
は
な
い
。

し
か
し
、
雑
草
や
立
木
な
ど

保
安
上
良
好
で
な
い
土
地
等

の
情
報
提
供
が
３
件
あ
り
、

解
決
に
向
け
取
り
組
ん
で
い

る
。

　
今
後
も
空
家
に
し
な
い

「
予
防
推
進
」
、「
活
用
促

進
」
、
「
安
心
安
全
の
確

保
」
の
３
つ
の
柱
を
基
本
に
、

町
全
体
の
活
力
の
維
持
向
上

を
目
指
し
て
、
総
合
的
な
対

策
を
進
め
る
。

　
ま
た
、
「
民
間
賃
貸
住

宅
」
の
家
賃
補
助
制
度
の
実

績
は
10
件
で
、
子
育
て
世
帯

や
若
年
世
帯
の
定
住
促
進
を

図
る
こ
と
と
、
空
家
バ
ン
ク

に
登
録
さ
れ
た
物
件
の
利
用

促
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

災
害
・
防
災
の
対
応
は
万
全
か

空
地
・
空
家
対
策
に
つ
い
て

9月28日現在の台風24号衛星写真

　所有者不明の土地利用円滑化対策に関する特別
措置法とは、所有者不明土地の増加に伴い、公共
事業の推進等に支障が生じていることを踏まえ、

所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、所有者

の探索を合理化する仕組み、所有者不明土地を適

切に管理する仕組み等が盛り込まれた法律で、平

成30年６月13日に公布されています。

質
問
者

　飯
田

　一

　議
員

質
問
者

　石
内

　浩

　議
員
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⑴
　
が
ん
対
策
に
つ
い
て

　
第
５
次
総
合
計
画
の
、
が

ん
検
診
率
は
平
成
30
年
度
目

標
と
し
て
、
が
ん
全
体
で

25
・
７
％
、
男
性
は
27
・
４

％
、
女
性
は
37
％
と
掲
げ
て

い
ま
す
。
こ
の
目
標
に
向
け

て
の
進
捗
率
と
検
診
率
向
上

の
た
め
の
施
策
及
び
Ａ
Ｙ
Ａ

世
代
（
15
才
～
39
才
）
の
が

ん
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
の

お
考
え
を
伺
い
ま
す
。

⑵
　
防
災
対
策
に
つ
い
て

①
　
平
成
30
年
８
月
１
日

に
神
奈
川
県
は
、
本
町

の
新
た
な
「
浸
水
想
定
地

域
」
を
発
表
い
た
し
ま
し

た
。
今
後
の
対
策
と
し
て
、

本
町
の
「
ま
る
ご
と
ま
ち

ご
と
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」

を
構
築
す
る
お
考
え
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

②
　
想
定
浸
水
深
や
避
難

所
の
情
報
等
を
洪
水
関
連

標
識
と
し
て
、
町
な
か
に

表
示
す
る
お
考
え
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

町民の命を守る
環境を整える

回答（町長）

⑴
　
が
ん
検
診
率
の
目
標
は

ま
だ
達
成
で
き
て
い
な
い
。

が
ん
検
診
の
受
診
体
制
を
整

備
し
、
受
診
率
向
上
に
つ
な

げ
て
い
く
。
Ａ
Ｙ
Ａ
世
代
の

が
ん
患
者
は
、
思
春
期
と
い

う
多
感
な
時
期
に
が
ん
に
罹

患
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神

的
ス
ト
レ
ス
な
ど
が
あ
り
、

心
の
ケ
ア
が
必
要
で
あ
る
。

相
談
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は

保
健
師
が
対
応
し
、
専
門
機

関
に
つ
な
い
で
い
く
。

　
松
田
小
学
校
校
舎
建
設
計

画
の
素
案
が
示
さ
れ
ま
し
た

が
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
お

伺
い
し
ま
す
。

⑴
　
「
松
田
町
の
学
校
制
度

等
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討

委
員
会
」
の
報
告
書
に
沿
っ

⑵
　
今
回
、
県
が
発
表
し
た

洪
水
浸
水
想
定
区
域
図
に
よ

り
、
広
域
避
難
場
所
を
見
直

し
て
い
く
。
そ
の
際
、
新
た

な
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成

し
、
「
ま
る
ご
と
ま
ち
ご
と

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
し
て

浸
水
の
深
さ
等
を
町
な
か
に

表
示
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
自
分

に
必
要
な
事
項
が
記
載
で
き

る
効
果
的
な
も
の
に
し
、
災

害
時
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
対

応
が
で
き
る
よ
う
に
し
避
難

行
動
に
つ
な
げ
て
い
く
。

て
、
町
が
目
指
す
教
育
に
つ

い
て
一
定
の
方
向
が
出
ま
し

た
が
、
建
設
計
画
に
は
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
れ
「
保・幼・

小
中
一
貫
教
育
の
推
進
」 

は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

⑵
　
太
陽
光
発
電
は
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る

校
舎
建
設
の
コ
ン
セ
プ
ト
の

防
災
の
観
点
の
中
に
入
っ
て

い
ま
す
が
、
独
立
し
た
コ
ン

セ
プ
ト
で
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
取
り
組
み
」
と
い
う
観

点
で
捉
え
て
は
い
か
が
で
す

か
。

⑶
　
同
様
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
観
点
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
良
い
こ
と
で
す
が
、
避

難
所
と
し
て
も
使
わ
れ
る
体

育
館
の
環
境
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
工
夫
を
考
え
て
い

ま
す
か
。

地域とともにある
学校を目指す

回答（教育長）

⑴
　
報
告
書
の
示
す
、
子
ど

も
の
育
ち
や
学
び
を
つ
な
ぐ

一
貫
教
育
の
推
進
と
、
地
域

と
と
も
に
あ
る
学
校
の
実
現

を
建
設
計
画
に
反
映
す
る
に

あ
た
り
、
将
来
的
に
小
中
一

貫
校
に
も
対
応
可
能
な
学
校
、

地
域
の
方
が
利
用
で
き
る
空

間
、
情
報
化
や
国
際
化
に
対

応
し
た
設
備
や
機
能
を
備
え

た
学
校
を
目
指
す
。

　
（
仮
称
）
学
校
運
営
協
議

会
を
設
置
し
、
教
職
員
・
保

護
者
・
地
域
の
方
々
と
課
題

を
共
有
し
、
共
通
の
ビ
ジ
ョ

ン
を
作
り
上
げ
る
。

⑵
　
採
光
や
通
風
に
配
慮
し

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
、

快
適
な
環
境
を
作
る
だ
け
で

な
く
、
環
境
教
育
の
拠
点
と

な
る
学
校
を
目
指
し
、
そ
の

取
り
組
み
を
わ
か
り
や
す
く

表
示
す
る
。

⑶
　
防
災
担
当
と
連
携
し
、

災
害
時
も
安
全
で
使
い
や
す

い
建
物
を
目
指
す
。
必
要
な

場
合
は
エ
ア
コ
ン
の
あ
る
普

通
教
室
に
避
難
し
て
頂
く
こ

と
も
考
え
る
。

県発表の川音川洪水浸水想定区域図

町
民
の
命
を
守
る
た
め
の

施
策
を
問
う

松
田
小
学
校
校
舎
建
設

計
画
に
つ
い
て

体育館は災害時の避難所になる

質
問
者

　南
雲  

ま
さ
子

　議
員

質
問
者

　平
野  

由
里
子

　議
員
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　松田町議会は、3月・6月・9月・12月の年４回定例会が開催されます。また、必要に応じて臨時会が開催
されます。議会での審議を誰でも傍聴できますので、ぜひ、議場にお越しください。
①�　議場入口に「傍聴券」がありますので、住所と氏名を記載して、入場してください。定員は25名です。
②　写真撮影や録音・録画は、議長の許可が必要です。
� 詳細は、議会事務局へ。℡84－1335（直通）

３月議会（５日・９時開会）を傍聴してみませんか！

　平成30年11月15日 （木）、大井町役場で足柄上郡
町村議会議長会主催の議会広聴委員研修会が開催され
ました。
　研修会は、各町の広聴を担当している委員会が対象
で、当町からは議会広報広聴常任委員会の議員が出席
しました。
　講師の取手市議会事務局局長補佐の岩崎弘宜氏によ
り、取手市議会の広聴活動の取り組みとして、「傾聴体
験・議会報告会と対話手法・議会が町民の前に」と題し
て、グループ討議も交えた実践的な研修を行いました。

議会広聴委員研修会

　平成31年1月22日 （水）、神奈川自治会館で神奈
川県町村議会議長会主催の議長・副議長・事務局長合
同研修会が開催されました。
　研修会は、講師の同志社大学大学院総合政策科学研
究科教授の新川達郎氏により「災害時における議会の
役割」を実例をもとに説明をされました。現在、議会
の災害に対する要領やマニュアルを策定済の議会は、
２割程度しかなく多くは未整備であるため、今後の課
題と議会の役割等の研修を行いました。

議長・副議長・事務局長合同研修会

　平成30年11月7日（水）、寒川町民センターで神奈
川県町村議会議長会主催の自治功労者表彰式及び町村
議会議員研修会が開催されました。
　表彰式は、県下町村議員14名が表彰（11年以上
議員として地方自治の発展に功績のあった者）され、
当町議員では、中野博議員、小澤啓司議員、利根川茂
議員、飯田一議員の4名が自治功労表彰を受賞しまし
た。
　研修会は、講師の順天堂大学名誉教授の奥村康氏に
よる「『不良』長寿のすすめ」の講演を傾聴しました。

自治功労者表彰式・町村議会議員研修会

　平成30年11月21日 （水）、ＮＨＫホールで全国町
村議会議長会主催の第62回町村議会議長全国大会が
開催されました。
　大会は、全国の町村議長が出席（当町は副議長が代
理出席）し、安倍内閣総理大臣ほか多数の国会議員の
皆さんを来賓として迎え、盛大に開催されました。
　地方創生の実現をめざして、各種の要望・決議を行
い、出席者全員によるガンバローコールで締めくくり
ました。

第62回町村議会議長全国大会
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※「住みやすい町を目指して」活動されている方や団体が、このコーナーに掲載を希望される場合は下記までご連絡ください。
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皆さんの傍聴をお待ちしております!　第1回定例会は3月5日(火)開会

編　　集
あとがき

　昨
年
は
、
全
国
各
地
で
風
水

害
や
地
震
が
発
生
し
、
大
き
な

被
害
に
見
舞
わ
れ
、
改
め
て
防

災
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た

年
で
し
た
。
被
災
さ
れ
た
方
々

に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　歴
史
的
に
見
て
も
亥
年
に
地

震
が
多
く
発
生
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
議
会
と
し
て

も
、
町
と
一
体
と
な
っ
て
防
災

に
強
い
町
、
安
心
・
安
全
の
町

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

　議
会
だ
よ
り
も
読
み
や
す
い

紙
面
づ
く
り
に
心
掛
け
て
ま
い

り
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。�

（
大
舘
）

議
会
広
報
広
聴
常
任
委
員
会

　委
員
長

　平
野
由
里
子

　副
委
員
長

　飯
田

　
　一

　委

員

　中
野

　
　博

　委

員

　小
澤

　啓
司

　委

員

　齋
藤

　
　永

　委

員

　大
舘

　秀
孝

青少年育成会の交流と活動について
神山青少年育成会会長　鍵和田 均さん（神山在住）

平成28年に設立
　神山青少年育成会（以下「本会」という。）
は、平成28年に新しく発足しました。
　少子化が進む中、各自治会にあった「子ども
会」の解散が見られ、数も減ってきております。
神山地区も同様の現象で、
解散に向けて平成26年
より自治会役員、有識者
子ども会役員等により、
少子化に対応した事業運
営・自治会の支援体制等、
神山子ども会のあり方の
検討や解散に向けての話
し合いを続けてまいりま
したが、存続出来ないと
の結論に至り、平成27年3月をもって神山子
ども会を解散しました。
　同年4月より、今後、子供の育成体制のあり
方について自治会三役、地域子ども育成経験者、
青少年指導員等の計20数名で子ども育成研究
会を立ち上げ、子ども会解散後の健全育成事業
を自治会として取り組むこととし、地域の子ど
ものために何をすべきか、また、育成事業の洗
い出しやアンケートを行う等検討を重ねて、神
山自治会に所属する世帯の小学生の健全育成を
図ることを目的として設立しました。本会は、
会長、副会長、会計、委員4名他の組織で構成
されています。

青少年育成会と神山地区の交流
　主な交流としては、①子ども新年会開催、②
小学生登校時の交通安全見守り運動の実施、③
神山神社清掃参加（神社の歴史等も含め）、④
神山文化展への出店参加、⑤カーレット等ゲー

ム大会の参加、⑥パーク
ゴルフ大会の参加、⑦藍
染の会参加等ですが、将
来の子ども達の健全な育
成を願い、神山自治会の
皆様のご協力を頂いてい
ます。
今後の目標
　少子化が進む中、子ど
もの育成を取り巻く大人

が協力して頂いた昔と変わり、近所の交流も薄
れてきており、地域のことへの関心が無くなり
つつあります。
　そこで、次世代を担う子供たちが生きる力を
身につけ、未来への夢や目標を抱き活躍してい
くための環境づくりの支援策を進めながら、神
山で育った思い出を残してやりたいと思います。
地域性もありますが、他の自治会との情報交換
を行い、取り入れるべきところは、反映させ活
動を行っていきたいと考えています。
　最後に、これからも本会の運営につきまして、
ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。

小学生登校時の交通安全見守り運動


